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総務事務センター運営等業務委託仕様書 

 

 

１．業務名 

  令和８年度 総総委第 10 号 

  総務事務センター運営等業務 

 

２．実施背景及び実施目的 

（１）実施背景 

   人口減少社会においては、これまで以上に地域行政の力が問われている。他の政令指定

都市よりも人口減少が著しい状況にある静岡市では、生産年齢人口・税収の縮小が行政経

営に深刻な影響を与えることが予想されることから、より一層高度な行政経営を進めてい

く必要がある。また、新たな取組を実施するには、それらに対応するための職員の処理時

間や財源を生み出していく必要があることから、これまでのやり方を前提とせず、既存取

組の徹底的な見直しを進め、業務上のムダをなくしていかなければならない。 

   これまでの全庁的な取組の中で、各所属がそれぞれに実施する取組の見直しが進んでい

る一方、共通して処理が発生している庶務事務については、全所属で一定量の事務が生じ

ているものの、処理手順等の最適化には至っておらず、時間外勤務を含め、職員の処理時

間が多く割かれている状況にある。このことから、庶務事務を対象に、全体最適を意識し

た処理手順・処理方法・処理体制の見直しによる効率化・集約化を進め、集約化した事務

を一括処理するための所属として、令和９年度から総務事務センターを新設する。 

 

（２）実施目的 

   総務事務センター設置により、庶務事務に関する全庁的な処理時間の縮減（時間外勤務

の縮減含む）を進め、コア業務（職員でなければできない業務）への職員の注力化（再配

分）及び人件費（時間外勤務手当等含む）等基礎的な行政コストの縮減に結びつけるとと

もに、庶務事務に関する事務処理精度の向上（処理誤りの縮減）を目指す。 

   加えて、総務事務センターで一括処理する事務のうち、定型的な書類の作成・確認やデ

ータ入力等、処理に特別な判断を要さない事務等について、民間事業者のノウハウを活用

した一部委託化を進めることによって、実施効果の最大化を目指す。 

 

３．運営方法 

（１）開設準備業務 

   一部委託（請負契約又は労働者派遣契約） 

（２）運営業務（開設当初期間） 

   一部委託（同上） 

（３）運営業務（本運営期間） 

   一部委託（請負契約） 

 ※総務事務センターの概要は、別紙１「センター運営概要」のとおり 
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４．対象職員数及び対象業務 

（１）対象職員数（令和７年４月１日時点）                 （単位：人） 

局名等 

（任命権者） 

正規職員 会計年度任用職員等 
計 

フル 短時間 フル パート 

市長部局等 

（市長等） 
3,751 205 236 2,098 6,290 

消防局 

（消防長） 
1,047 30 0 20 1,097 

教育局 

（教育委員会） 
382 14 2 1,358 1,756 

上下水道局 

（公営企業管理者） 
329 13 1 85 428 

計 5,509 262 239 3,561 9,571 

  ※旧県費負担教職員（約 3,400 人）及び清水病院職員（約 700 人）を除いた全職員を対象 

 

（２）対象業務 

大区分 中区分 

１．人事関係業務 
(1)会計年度任用職員任用事務 

(2)各種届出等受付事務 

２．給与関係業務 

(1)給与支給事務 

(2)各種手当認定事務 

(3)その他給与支給関係事務 

(4)住民税関係事務 

(5)年末調整関係事務 

(6)各種証明受付・作成・発送関係事務 

(7)旅費支給事務 

(8)被服貸与事務 

３．福利厚生関係業務 

(1)静岡県市町村職員共済組合関係事務 

(2)静岡県公立学校共済組合関係事務 

(3)社会保険及び雇用保険関係事務 

(4)教職員互助組合関係事務 

(5)財産形成貯蓄関係事務 

４．財務会計関係業務 
(1)共通事務経費支払事務 

(2)集約化経費執行実績管理事務 

５．物品調達関係業務 
(1)消耗品費支払事務 

(2)消耗品調達システム運用事務 

６．文書関係業務 
(1)郵便関係事務 

(2)複合機関係事務 

 ７．その他共通業務 (1)職員向けＦＡＱシステム運用事務 
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５．委託期間 

（１）開設準備業務 

   令和８年７月１日から令和９年３月 31 日まで（９か月） 

（２）運営業務（開設当初期間） 

   令和９年４月１日から令和９年９月 30 日まで（６か月） 

（３）運営業務（本運営期間） 

   令和９年 10 月１日から令和 12 年９月 30 日まで（36 か月） 

（４）その他 

   静岡市総務事務センターは、令和９年４年１日からの開設を予定している。 

   開設準備業務及び運営業務（開設当初期間）の契約形態（請負契約又は労働者派遣契

約）は、プロポーザルによる提案項目とする。 

 

６．実施場所 

（１）開設準備業務 

   静岡市役所静岡庁舎 新館 10 階 会議室（静岡市葵区追手町５番１号） 

（２）運営業務 

  静岡市役所静岡庁舎 新館 10 階 総務事務センター内（静岡市葵区追手町５番１号） 

※別紙２「業務実施場所平面図及び床面積（概算）」のとおり 

※自動車での通勤を予定する従事者に対し、委託者にて駐車場の確保は行わない 

 ※業務の実施にあたっては、実施場所の執務室内でＬＧＷＡＮ環境内にて完結させることを

原則とし、やむを得ない場合には、委託者に協議すること 

 

７．対応日時 

（１）開設準備業務 

   業務実施に当たり必要な時間とし、契約形態（請負契約又は労働者派遣契約）を含め、

プロポーザルによる提案項目とする。 

（２）運営業務 

   原則として委託期間における土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法

律第 178 号）に規定する休日及び年末年始（12 月 29 日から１月３日まで）を除く日の

８時 30 分から 17 時 15 分までとする。ただし、業務繁忙期や緊急対応時、その他必要

がある場合には委託者と協議して対応すること。 

   ※勤務時間外の対応にあたっては、委託者職員の出勤・同席を前提とせず、受託者の責

任による管理を原則とする 
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８．業務内容 

（１）開設準備業務 

  ① 業務プロセスの調査 

    委託業務を円滑に実施するため、別途委託者が提供する業務フロー及び業務マニュア

ルを参考に、委託者の業務担当者等へヒアリングを行い、業務プロセスを整理するこ

と。なお、ヒアリングにあたっては、委託者の業務担当者等に負担が生じないよう、実

施日程及び実施方法について委託者と協議し、事前に承諾を得ること。 

    ※ヒアリングの実施は、勤務時間内に、必要最小限の人数で実施することを原則と

し、Zoom や Teams 等のオンラインでの対応も可能とする（以降同） 

  ② 業務フロー及び業務マニュアルの作成 

    「①業務プロセスの調査」の結果を踏まえ、別途委託者が提供する業務フロー及び業

務マニュアルの見直しを行うこと。 

  ③ 問合せ対応用ＦＡＱの作成 

    「①業務プロセスの調査」及び「②業務フロー及び業務マニュアルの作成」の結果を

踏まえ、市職員等からの問合せに関するＦＡＱを作成すること。なお、必要に応じ委託

者の業務担当者等への追加ヒアリングの実施を可とするが、業務担当者等に負担が生じ

ないよう配慮すること。 

  ④ 危機管理対応マニュアルの作成 

    委託業務を円滑に実施するため、災害、施設の不具合、機器故障、回線異常、事故、

停電及び従事者の出勤不能等の非常事態が発生した際に対応できるよう、危機管理対応

マニュアルを作成すること。 

  ⑤ 総務事務センターの開設準備（業務実施計画書の作成等） 

    総務事務センター開設に向け、委託者と必要な協議を実施し、現行業務量等を踏まえ

ながら本仕様書に基づく業務設計を行い、業務実施計画書（センター内レイアウト及び

業務体制含む）を作成すること。 

    また、作成したレイアウトに基づき、備品等を配置するとともに、従事者の確保及び

研修等、委託業務が円滑に遂行できるよう、必要な準備を行うこと。 
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（２）運営業務 

  ① 総務事務センター運営業務 

    次のとおり、総務事務センターの運営業務を実施すること。 

    ア．業務実施計画書に基づく実施体制の確保 

    イ．業務実施計画書に基づく業務の実施 

    ウ．市職員等からの問合せ等への対応 

    エ．業務実施報告書の作成 

    オ．月次定例会等の実施 

    カ．業務改善の提案 

    キ．業務フロー及び業務マニュアルの更新 

    ク．関係各機関との調整 

    ケ．文書等の保存 

    コ．危機管理の対応 

② サービス 

別紙３「受託者実施業務一覧」に記載の業務を実施すること。 

    ※委託者と協議の上、業務改善等に伴う処理概要の変更は可能とする。ただし、業務

改善に係る機材及びサービスの費用については、契約金額の範囲内で受託者が対応

する。 

    ※制度改正等様々な要因等による年間処理時間や処理概要の変更についても、受託者

が契約金額の範囲内で対応すること。ただし、相当大規模な変更については、委託

者と受託者が協議の上で、契約を変更することができる。 

    ※年末調整等、従事者を大幅に増員して処理を行う事務は、委託者と受託者が協議の

上で、委託者が作業場所を確保する。 

    ※イントラネット上の職員向け内部情報サイトの更新管理は、別業務にて対応する。 

    ※一覧に記載の処理時間数等は、参考数値として扱う。 

  ③ 引き継ぎ 

    委託業務期間終了後、引き続き受託者と契約を行わない場合、委託者が指定する期間

に、各種マニュアル、各種電子ファイル、業務ノウハウ及びスキルを含め業務に必要な

事項を、委託者と通常授受する形式で引き継ぐこと（委託業務内で作成したツールを含

む。引き継ぎにあたっては、ライセンス管理や保守管理を含め、具体的な対応を委託者

と受託者とで協議すること）。 

    また、業務引継書を引継期間前に３部作成した上で、うち１部は受託者にて保管、２

部を委託者に提出し、引き継ぎを行うこと。なお、新規事業者や委託者の業務担当者に

対しても、確実に業務の引継ぎ（移行支援、物品等の引継ぎ等）を行うこと。 
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９．設備及び備品 

（１）開設準備業務 

   委託者は、開設準備業務の実施に当たり、受託者に対し次の備品等を貸与する。 

品目 数量 

市政総合ネットワーク用ＰＣ ６～17 台程度   

事務用机（両袖机・フリーアドレスデスク） ６台程度   

事務用椅子 17 脚程度   

会議・作業用机 12 台程度   

会議・作業用椅子 16 脚程度   

鍵付き引き違い書庫 ４台程度   

従事者用手荷物ロッカー（フリーアドレスロッカー） 35 台程度   

複合機（コピー・ＦＡＸ・スキャナ・プリンタ複合） １台     

電話機（外線４回線、内線 10 回線） 10 台程度   

（２）運営業務 

   委託者は、運営業務の実施に当たり、次の備品等を貸与する。 

品目 数量 

市政総合ネットワーク用ＰＣ 17～35 台程度   

事務用机（両袖机・フリーアドレスデスク） ６台程度   

事務用椅子 17 脚程度   

会議・作業用机 12 台程度   

会議・作業用椅子 16 脚程度   

鍵付き引き違い書庫 ４台程度   

従事者用手荷物ロッカー（フリーアドレスロッカー） 35 台程度   

複合機（コピー・ＦＡＸ・スキャナ・プリンタ複合） １台     

電話機（外線４回線、内線 10 回線） 10 台程度   

（３）その他 

  ① 委託者が貸与する備品等以外で、受託者が必要とする備品等、業務改善に係る機材及

びサービスがある場合には、委託者と協議の上で、受託者の負担で用意する（受託者が

用意した情報機器で業務を実施する場合には、必ず委託者と事前協議すること）。 

  ② 委託業務の履行に必要なコピー用紙及びトナーは委託者の負担で用意するが、その他

の文房具等事務用品は、受託者の負担で用意する。 

  ③ 事務室に係る賃料及び共益費は発生しないものとする。また、事務室にかかる光熱費

及び電話代は委託者の負担とする。 

  ④ 市政総合ネットワーク用ＰＣを利用する場合には、静岡市情報セキュリティポリシー

その他本市が定める情報セキュリティに関する規程等並びに市政総合ネットワーク用Ｐ

Ｃの利用に関する規程等を遵守すること。 
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10．システム環境 

（１）利用する主なシステム 

① 庶務事務システム（富士通 Japan 株式会社製） 

    職員の休暇や勤怠管理等を行うシステム 

② 人事給与システム（富士通 Japan 株式会社製） 

    職員の給与計算・支給等を行うシステム 

③ 財務会計システム（富士通 Japan 株式会社製） 

    支出負担行為や支出命令等を行うシステム 

④ 文書管理システム（富士通 Japan 株式会社製） 

    文書の起案・決裁や管理を行うシステム 

⑤ グループウェア（富士通 Japan 株式会社製） 

    庁内でのメール送受や業務管理を行うシステム 

  ⑥ 市政総合ネットワークシステム 

    イントラネット上で管理運用する内部開発システム 

  ⑦ ＬｏＧｏフォーム 

    職員等からの電子申請を受付するシステム 

  ⑧ ノーコード・ローコードツール（ｋｉｎｔｏｎｅ等） 

    会計年度任用職員の報酬計算等ノーコード・ローコードツールで作成したシステム 

  ⑨ 消耗品調達システム 

    少額消耗品の選定・発注・納品・検収等を行うシステム 

  ⑩ ＦＡＱシステム 

    事務処理マニュアル等のドキュメントから回答を生成するＲＡＧベースのシステム 

（２）ユーザーＩＤ 

   市政総合ネットワーク用ＰＣを利用する従事者に対し、当該ＰＣの利用に必要なアカウ

ント及び各システムの操作に必要なアカウントを本市が付与する。 

（３）メールアドレス 

   総務事務センター運営等業務用の代表メールアドレスを、本市が付与する。 

（４）その他 

   （１）①～⑤の各システムは、令和９年４月からシステム稼働を予定しており、新シス

テムに関する職員向けマニュアルの作成等は別業務にて対応する。なお、システム更改に

伴うヘルプデスク（コールセンター）の設置は予定していない。 

   また、総務事務センターにて利用・管理する（１）⑧～⑩のシステムは、令和８年度に

一部先行運用を開始し、令和９年４月から本運用を開始する。 

 

11．業務体制 

（１）従事者の配置体制 

   委託業務の実施にあたっては、管理責任者（マネージャー）、業務責任者（リーダー）及

び担当者（スタッフ）（以下「従事者」という）を配置すること。なお、受託者からより良

い配置体制の提案があった場合は、委託者との協議の上、変更を可能とする。 
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（２）従事者の配置数 

   受託者は、別紙３「受託者実施業務一覧」で示す業務量を勘案し、委託業務を運営する

ために必要な従事者の数を確保するとともに、実際の業務量の変動があった場合、柔軟か

つ適正に対応可能な体制を取ること。 

（３）緊急時の対応 

   交通機関の遅延や病気等の事由により、突発的に従事者が出勤できない場合において

も、業務に支障をきたすことなく運営できる体制を整えること。 

 

12．従事者の要件 

（１）従事者の選任要件 

   従事者の選任にあたっては、次の要件をいずれも満たす者を選任すること。 

   ① 「個人情報の保護に関する法律」等の関係法令等を理解し、個人情報の保護に十分

留意して業務を遂行できること 

   ② 従事する業務に関する関係法令等の知識、応対マナー及びコミュニケーション能力

を備えていること 

（２）従事者の役割 

  ① 管理責任者（委託者職員との関わり：あり） 

    委託業務の円滑な遂行を図るため、業務全体を統括し、業務全般の責任を負うととも

に、委託者との協議事項において意思決定を行う。なお、原則として、実施場所への常

駐は求めないが、受託者が雇用する労働契約に期間の定めのない通常労働者（正社員）

を配置すること。 

  ② 業務責任者（委託者職員との関わり：あり） 

    関係法令及び業務の重要性を十分理解し、担当業務において疑義事項等が生じた場合

における、適切な部署等へのエスカレーションや、担当者の管理、監督及び教育を行

う。なお、原則として、実施場所に常駐するものとし、管理責任者が常駐でない場合に

は、受託者が雇用する労働契約に期間の定めのない通常労働者（正社員）を１名以上配

置すること。 

  ③ 担当者（委託者職員との関わり：なし） 

    業務の遂行に必要な基本的な知識を有し、業務責任者の指示に従い、担当業務を実施

する。 

（３）従事者名簿の提出 

   受託者は、業務の着手前に、従事者の名簿を委託者へ提出すること。また、従事者に変

更が生じる場合は、事前に委託者へ報告すること。 

（４）身分証明書の着用 

   従事者は、業務中、受託者が作成する事業者名及び従事者名の記載がある身分証明書を

見やすい位置に着用すること。また、従事者が退職又は異動した場合、その者の身分証明

書を回収すること。なお、従事者が身分証明書を紛失した場合、受託者は速やかに報告書

を作成し、委託者に提出すること。 
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13．月次定例会等 

（１）実施目的及び実施内容 

   受託者は、より良い業務の実現に向けた業務実績の報告、情報共有及び改善検討事項の

協議のため、委託者を交えた月次定例会を開催する。 

（２）頻度 

   毎月１回 

（３）受託者出席者 

   管理責任者（必要に応じ業務責任者が同席） 

（４）資料及び議事録作成 

   受託者（議事録は５営業日以内に作成し、委託者へ提出） 

（５）その他 

   委託者は、月次定例会に限らず、必要に応じ随時協議の場を設けることができる。 

 

14．納入成果物 

（１）業務着手前 

  ① 納入成果物（納品期日） 

   ア．履行期間全体に関する業務実施計画書（委託者が指定する期日まで） 

   イ．履行期間全体に関する工程表（同上） 

   ウ．開設準備業務に関する業務実施計画書（同上） 

   エ．開設準備業務に関する工程表（同上） 

   オ．開設準備業務に関する受託者業務体制図（同上） 

   カ．開設準備業務に関する従事者名簿（同上） 

  ② 納品形態 

    電子データ及び紙（１部） 

（２）開設準備業務 

  ① 納入成果物（納品期日） 

  ア．総務事務センターのレイアウト案（業務着手後速やかに） 

  イ．月次定例会議事録（月次定例会終了後５営業日以内） 

  ウ．業務プロセス調査報告書（開設準備業務完了前の委託者が指定する期日まで） 

  エ．業務フロー（同上） 

  オ．業務マニュアル（同上） 

  カ．問合せに関するＦＡＱ（同上） 

  キ．危機管理対応マニュアル（同上） 

  ク．運営業務初年度に関する業務実施計画書（同上） 

  ケ．運営業務初年度に関するサービスレベル合意書（同上） 

  コ．運営業務初年度に関する受託者業務体制図（同上） 

  サ．運営業務初年度に関する従事者名簿（同上） 

  ② 納品形態 

    電子データ及び紙（１部） 
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（３）運営業務 

  ① 納入成果物（納品期日） 

   ア．業務実施計画書（当該年度運営業務着手前の委託者が指定する期日まで） 

   イ．サービスレベル合意書（同上） 

   ウ．受託者業務体制図（同上） 

   エ．従事者名簿（同上） 

   オ．月次業務実績報告書・ＳＬＡ報告含む（翌月の５営業日以内） 

 カ．月次定例会議事録（月次定例会終了後５営業日以内） 

   キ．業務改善報告書（発生の都度随時） 

   ク．業務フロー（変更の都度随時） 

   ケ．業務マニュアル（同上） 

   コ．問合せに関するＦＡＱ（同上） 

   サ．危機管理対応マニュアル（同上） 

  ② 納品形態 

    電子データ及び紙（１部） 

（４）履行期間終了後、引き続き受託者と契約を行わない場合 

  ① 納入成果物（納品期日） 

   ア．業務引継書（引継実施前の委託者が指定する期日まで） 

   イ．引継完了報告書（引継完了後速やかに） 

  ② 納品形態 

    電子データ及び紙（２部） 

（５）その他 

   成果物が委託者の求める水準に達していないと判断した場合には、受託者と協議の上

で、委託者は受託者に成果物の再提出を求めることができる。 

 

15．ＳＬＡ（Service Level Agreement）の締結等 

（１）ＳＬＡの締結 

  総務事務センターのサービス品質の維持・向上を目的として、委託者と受託者が協議の

上で、サービス品質への要求水準、サービス内容等を明確にしたサービスレベルの基準を

運営業務着手前までに受託者が策定し、ＳＬＡを締結する。 

（２）ＳＬＡ未達時の対応 

  受託者はサービスレベルの基準をクリアするものとし、万が一、達成ができない場合

は、受託者の費用負担により、改善策を実施する。 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

 

16．費用の支払い 

（１）開設準備業務 

納入成果物の検査に合格後、一括払いとする。 

   ただし、開設準備業務の一部が派遣契約となる場合、派遣契約分については、委託者と

受託者が協議の上で、支払い方法を決定する。 

（２）運営業務（開設当初期間） 

   月次の業務実績報告書等の検収に合格後、当該期間に係る契約金額を６分割した額を分

割払いとする。 

   ただし、運営業務（開設当初期間）の一部が派遣契約となる場合、派遣契約分について

は、委託者と受託者が協議の上で、支払い方法を決定する。 

（３）運営業務（本運営期間） 

   月次の業務実績報告書等の検収に合格後、当該期間に係る契約金額を 36 分割した額を分

割払いとする。 

   ただし、履行期間終了後、引き続き受託者と契約を行わない場合、最終月の支払いは、

引継完了報告書等の検収合格後とする。 

 

17．関係法令 

  受託者は、本委託業務を履行するに当たり、関係法令等を遵守すること。 

 

18．個人情報保護 

  受託者は、別紙４「個人情報の保護に関する取扱仕様書」及び「特定個人情報等を含む個

人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 

 

19．情報セキュリティ 

  受託者は、別紙５「静岡市情報セキュリティポリシー」を遵守すること。 

 

20．危機管理等 

（１）緊急時の連絡体制 

   受託者は、業務時間内、時間外を問わず、緊急時には速やかに委託者と相互に連絡がで

きるよう、業務実施計画書と合わせ、連絡先等を電子で報告すること。 

（２）緊急時の対応 

   受託者は、災害、施設の不具合、機器故障、回線異常、事故、停電及び従事者の出勤不

能等の非常事態により運営に影響を及ぼす事態が発生した場合、速やかに委託者へ非常事

態の状況及び影響の範囲等を報告し、委託者と対策を協議するとともに、危機管理対応マ

ニュアル等に基づき、影響を最小限に留める対策及び復旧作業等を実施すること。 

（３）非常事態予見時の対応 

   受託者は、非常事態の発生が予見される場合、速やかに委託者へ報告し、対策を協議す

ること。 
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（４）緊急対応時の報告 

   受託者は、非常事態等に対し緊急対応を行った場合は、その理由に関わらず、その状

況、処理方法及び再発防止策等を、委託者に電子により報告すること。 

（５）防災訓練等の実施 

   受託者は、委託者から要請があった場合は、委託者が実施する防災訓練等に参加するこ

と。 

 

21．その他 

（１）疑義又は定めのない事項への対応 

   本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、法令（静岡市の条例、規

則等を含む。）の定めるところによるもののほか、委託者、受託者協議の上処理すること。 

（２）停電等への対応 

   本庁舎の設備点検や工事に伴い、停電等がある場合は、必要な措置を行うこと。 

（３）業務上扱う資料及び知り得た情報等の扱い 

  ① 受託者は、委託者から引き渡された資料、貸与品等を委託者の許諾なくして複写又は

複製しないこと。 

  ② 委託者が提供する資料は、原則として貸出によるものとし、履行期間終了時に返却す

ること。 

  ③ 委託者が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏えいしないこと。また、そのた

めに必要な措置を講じること。 

（４）成果物及び納品物等の権利 

  ① 履行期間終了後、本仕様による成果物及び納品物について、委託者が対外的に公表又

は使用すること、複製、翻訳、翻案、譲渡及び貸与することに関して、受託者は一切の

異議を申し立てないこと。 

  ② 本仕様による成果物及び納品物の一切の権利は委託者に属するが、一部に受託者に属

する著作権、特許権、肖像権等が残存する場合においては、その内容を納品時に明示

し、その権利を行使する場合には、その一切について、文書により委託者の承諾を要す

ること。 

  ③ 受託者は、本仕様による成果物及び納品物が、委託者以外の者の著作権、特許権、肖

像権等の権利を侵害しないことを確認すること。 



（単位：人）

※旧県費負担教職員（約3,400人）及び清水病院職員（約700人）を除いた全職員を対象

※上記表には、令和７年４月１日時点の人数を記載

処理依頼・予算令達等

【申請・届出等事務】

【各種集約処理事務】

【予算執行事務】

予算令達等

資料提出・処理依頼

申請・問合せ

処理引継

協議・調整 連携・調整

計

【参考１】集約対象職員 【参考】集約化対象業務（受託者実施業務）

(1)職員向けＦＡＱシステム運用事務

No.

1

2

3

4

(1)郵便関係事務

(2)複合機関係事務

(1)静岡県市町村職員共済組合関係事務

(2)社会保険及び雇用保険関係事務　ほか

(1)共通事務経費支払事務

(2)集約化経費執行実績管理事務

(1)消耗品費支払事務

(2)消耗品調達システム運用事務

15 時間

30,741 時間

(1)会計年度任用職員任用事務

(2)各種届出等受付事務

(1)給与支給事務

(2)旅費支給事務　ほか

967 時間

852 時間

7

4,105 時間

時間5,075

12,255 時間

7,472 時間

物品調達関係業務

文書関係業務

その他共通業務

人事関係業務

給与関係業務

福利厚生関係業務

財務会計関係業務

5計

No.

1

5,509 262 239 3,561 9,571

1,756

329 13 1 85 428

1,047 30 0 20

教育局
（教育委員会）

上下水道局
（公営企業管理者）

382 14 2 1,358

市長部局等
（市長等）

消防局
（消防長）

年間処理時間数

1,097 2

3

4

パート

3,751 205 236 2,098 6,290

業務区分

Ｃ課

会計年度任用職員等正規職員
計

フル
主な対象事務

6

総務事務センター運営等業務　センター運営概要 別紙１

局名等
（任命権者） 短時間 フル

総務事務センター

委託（受託者） 直営（市職員）

Ｄ課

総務課

…

Ｅ課

　●情報整理・資料作成

　●一次確認

　●起案補助

　　　　　　　　　ほか

制度所管課

　●二次確認

　●起案処理

　●承認・決裁

　　　　　　　　　ほか
契約課

…

人事課

職員厚生課

Ａ課

Ｂ課

各所属・各職員

会計室



1.2m

総務事務センター運営等業務　業務実施場所平面図及び床面積（概算） 別紙２

【静岡庁舎新館10階】　↑御幸通り側

総務事務センター①

（約140㎡）

エレベーターホール
文書集配センター

（約40㎡）

統計室

印刷室

総務事務センター③

（約20㎡）

総務事務センター②

（約40㎡）



別紙４（第８条関係） 

個人情報の保護に関する取扱仕様書 

１ 個人情報保護の基本原則 

乙は、この契約に基づく業務（以下「業務」という。）の実施に当たり、個人情報（個人に関する情報

であって、特定の個人を識別できるものをいう。以下同じ。）について、その保護の重要性を認識し、個

人の権利利益を侵害することのないよう、適正に取り扱わなければならない。 

２ 個人情報の漏えい等の禁止 

  乙は、業務に関して、知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。この業務が終了し、又は契約が

解除された後においても同様とする。 

３ 使用者への周知 

乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報を他人に知

らせ、又は契約の目的以外に利用してはならないこと等の個人情報の保護の徹底に関する事項を周知しな

ければならない。 

４ 適正な管理 

乙は、業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止を図るため、管理責任者を選任し、

個人情報の適切な管理を行わせる等個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。 

５ 収集の制限 

乙は、業務において個人情報を収集するときは、当該業務を実施するために必要な範囲内で、本人から

直接収集しなければならない。 

６ 利用及び提供の制限 

乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に係る個人情報を当該業務の目的以外に利用し、又は

提供してはならない。この業務が終了し、又は契約が解除された後においても同様とする。 

７ 複写及び複製の禁止 

乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務の実施に当たり甲から提供された個人情報が記録され

た資料等を複写し、又は複製してはならない。 

８ 資料等の返還 

乙は、業務の実施に当たり甲から提供され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された

資料等を、業務の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、

その指示に従うものとする。 

９ 再委託等における個人情報の取扱い 

乙は、契約書第６条第２項ただし書の規定により甲の承認を受けて業務を再委託する場合は、再委託を

受けた者との間で締結する契約書等に、この契約書の個人情報の保護に関する規定を準用する旨を明記し

なければならない。この場合において、乙は、当該契約書等の締結後、速やかにその写しを甲に提出する

ものとする。 

10 事故発生時における報告 

乙は、業務の実施において、この仕様書に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知った

ときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。業務が終了し、又は契約が解除された後におい

ても同様とする。 



特定個人情報等の取扱いに関する仕様書 

 

１ 第三者への提供に係る制限 

（１）乙は、次のいずれかに該当するときを除き、委託業務に係る特定個人情報等（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号）

第２条第５項に規定する個人番号及び同条第８項に規定する特定個人情報をいう。以下同

じ。）を第三者に提供してはならない。 

ア 第６条第２項ただし書の規定により、乙が委託業務の全部若しくは一部（特定個人情

報等の取扱いをその内容に含む場合に限る。）を第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 

イ 法令の規定により提供を義務付けられたとき。 

（２）乙は、１（１）イに該当することにより特定個人情報等を第三者に提供するときは、あ

らかじめ甲に通知するとともに、当該第三者に対し、特定個人情報等を保護するための措

置をとるよう求めるものとする。 

２ 特定個人情報等の持出しの禁止 

乙は、特定個人情報等を甲又は乙の事業所から持ち出してはならない。ただし、あらかじ

め甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。 

３ 遵守状況についての報告 

乙は、特定個人情報等の取扱いに関して、この契約に規定する内容の遵守状況について、

甲に定期的に報告するものとする。ただし、甲から臨時に遵守状況の報告を求められた場合

は、直ちに報告しなければならない。 

４ 特定個人情報等を取り扱う役員及び従業員の明確化 

乙は、この契約の締結後速やかに、甲に対し、特定個人情報等を取り扱う役員及び従業員

の職及び氏名を報告するものとし、当該報告の内容に変更があったときも同様とする。 

５ 監査及び検査等 

（１）甲は、本委託業務に係る特定個人情報等の取扱いについて、この契約の規定に基づき必

要な措置が講じられているかどうかの検証及び確認を行うため、乙及び再委託先に対して、

監査又は検査等を行うことができる。 

（２）乙は、甲が（１）の監査又は検査等を行うに当たり、必要な情報を求められた場合は、

これを甲に提供しなければならない。 

（３）甲は、（１）の監査又は検査等を行った結果、本委託業務の処理に関して乙に指示をする

必要があると認めるときは、これを行うことができる。 

６ 作業従事者に対する教育の実施 

別紙４（第８条関係） 



 

（１）乙は、特定個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、作業従事者が遵

守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に

対して実施しなければならない。 

（２）乙は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し

なければならない。 

７ 再委託等における特定個人情報等の取扱い 

（１）乙は、第６条第２項ただし書の規定により、委託業務の全部若しくは一部（特定個人情

報等の取扱いをその内容に含む場合に限る。）を第三者に委託し、又は請け負わせようとす

るときは、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先におい

て取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対

する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を

甲に申請し、その承認を得なければならない。 

（２）前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に

対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

（３）乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法につ

いて具体的に規定しなければならない。 

（４）乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督する

とともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならな

い。 



別紙５
















